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指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準

指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準
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令和８年３月５日            

岡山市保健福祉局高齢福祉部介護保険課 

岡山市保健福祉局高齢福祉部事業者指導課 

 

 

居宅介護支援費における初回加算の取扱いについて 

 

利用者のために質の高いケアマネジメントを実現する観点から、初回加算を算定

する際の新規に居宅サービス計画を作成する場合の「新規」の考え方について、以

下のとおり、令和８年４月の居宅サービス計画作成分から算定の考え方を拡大する

ことをお知らせいたします。 

 

従 前：給付管理及び居宅介護支援の報酬請求を初めて行う月に算定可能

（初回の給付管理と居宅サービス計画を作成した月が同一の場合に

算定可能） 

４ 月 以 降：居宅介護支援の報酬請求を初めて行う月に算定可能（給付管理のみ

を前月に行っていても算定可能） 

 なお、介護予防支援についても、同様の扱いとする。 

 

初回加算について（平 12 老企 36 号 第 3 の 12） 

初回加算は、具体的に次のような場合に算定される。 

①新規に居宅サービス計画を作成する場合 

②要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合 

③要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合 

 

 

＜問合せ先＞ 

岡山市保健福祉局高齢福祉部介護保険課 

管理係 

〒700-8546 

岡山市北区鹿田町一丁目 1 番 1 号 

電話：086-803-1240 

 

岡山市保健福祉局高齢福祉部事業者指導課 

訪問居宅事業者係 

〒700-0913 

岡山市北区大供三丁目１番１８号 KSB 会館４階 

電話：086-212-1012 
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事業所名

サービス
種別

事業所
番号 33

所在地

Ｔｅｌ Ｆａｘ

担当者名 職名

【質問】

【質　問　票】
 令和　　　年　　　月　　　日
 岡山市事業者指導課訪問居宅事業者係あて
 Ｆａｘ：０８６（２２１）３０１０
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令和  年  月  日 
 

岡山市保健福祉局 事業者指導課 宛 
ＦＡＸ番号：０８６－２２１－３０１０ 
 
 

電話・ＦＡＸ番号・メールアドレス 変更届 

 

 
下記のとおり電話・ＦＡＸ番号・メールアドレスが変更になりましたので， 

お知らせします。 
 
 

記 
 
法人名                                   
 
事業所名                                  
 
介護保険事業所番号                             
 
 
 
旧番号                     新番号 

電話番号  

ＦＡＸ番号  

メール 
アドレス  

電話番号 
 
 
 

ＦＡＸ番号  

メール 
アドレス 
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令和７年度 岡山市集団指導（介護保険）に関するアンケート（訪問系サービス） 

 

集団指導に出席した事業所は下記リンクからアンケート（３問）の回答をお願いします。 

複数事業所を運営している場合は事業所ごとにご回答ください。 

 

回答期限 令和８年３月２１日（土） 

 

お問い合わせ 岡山市事業者指導課訪問居宅事業者係 電話 086-212-1012 

 

 

 

https://apply.e-tumo.jp/city-okayama-okayama-

u/offer/offerList_detail?tempSeq=54975 

 

 

 

142

https://apply.e-tumo.jp/city-okayama-okayama-

